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在校生の教育用タブレット（iPad）最終利用日及び回収日について 

 

 

日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

児童の進級に伴い、貸し出していた教育用タブレット（iPad）の回収を行います。キーボ

ードや充電器、モバイルルーターなど学校から貸し出されている機器全てについて、３月 

１３日（月）にご返却をお願いします。４月にご提出いただいた利用申請書は、２～５年生

につきましては来年度の利用申請時に再利用させていただきます。 

なお、現在１年生の児童が使用している教育用タブレット（iPad）は、新１年生が利用い

たします。来年度、現１年生は現６年生が使用していたタブレットを使用いたします。その

ため、本体に保存されている写真や動画等のデータは教育用タブレット（iPad）を回収する

際に全て削除いたしますので、ご承知おきください。 

 

教育用タブレット（iPad）の引継ぎについて（図解） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収日  令和５年３月１３日（月） 

回収機材 教育用タブレット（iPad）、充電器、キーボード、モバイルルーター等 

※児童によって学校から貸し出されている機器は異なります。貸与証をご確認の上、貸し出

されている機器全てご返却ください。 


